
A C T I V E  K U M I A I活 動 あ れ これ

６月１日からのＨＡＣＣＰの完全施行に向けて、取り組みが急務
　山梨県パン協同組合・山梨県漬物協同組合　

　パンの製造・小売業者が組合員の山梨県
パン協同組合（小野曜理事長  組合員 14 社）
では、組合の PR も兼ねて非組合員にも呼び
掛けて講習会を開催した。パン製品全般に
共通する重点衛生管理は、①アレルゲン対策　
②金属及び硬質プラスティック対策　③ノロ
ウイルス対策が求められており、製造現場と
小売店舗の両方の管理が必要になる。そのた
めに、従業員教育の徹底と記録様式を利用し
た衛生管理の実施状況を記録するよう指導が
あった。
　山梨県漬物協同組合（長谷川正一理事長　
組合員 12 社）では、食品衛生法改正により、
新たに漬物製造業に営業許可が必要となった
ことから令和 6 年 5 月 31 日までに営業許可

を取る必要があること、あわせて、加熱工程
の有無、pH、アルコール度数など漬物の種
類ごとに HACCP の管理方法を確立する必要
があることが説明された。
　このように、業界ごとに重要管理点は異な
るものの、根本にあるのは一般衛生管理を徹
底し、これまでの管理手法を見直し、従業員
全体に考え方を行き渡らせることにある。

　小規模な営業者（食品等の取扱いに従事す
る者の数が 50 人未満）は、独自に HACCP
対応の衛生管理手法を作成することがむずか
しいことを踏まえ、厚生労働省では、各業界
団体が作成した手引書を参考に簡略化された
方法で衛生管理を実施することで、基準を遵
守していると見なすこととしています。
　そのためのポイントは、①手引書の解説を
読み自社の業種・業態の危害要因を理解する　
②手引書の様式を利用しての衛生管理計画と
手順書を作成する　③従業員への周知を行う　
④手引書の記録様式を使って衛生管理の実施
状況を記録し　⑤記録を保存する　⑥衛生管
理計画や手順書を随時見直すという PDCA
のサイクルを自社内に構築することです。
　今回の HACCP に沿った衛生管理の制度
化は、衛生管理の手法（ソフト）に関するも
ので、特別な施設や設備（ハード）を新設
や変更する必要はなく、第三者認証も義務と
なってはいません。
　また、衛生管理の実施状況は、営業許可の
更新時や保健所の定期的な立入等の機会に食
品衛生監視員が確認を行います。分からない
点は管轄の保健所に相談しながら進めてくだ
さい。

　中央会では、山梨県食品産業協議会と連携
して、業界団体ごとに HACCP 講習会の開
催を支援しています。取り組みが遅れている
組合や業界はご相談ください。

HACCP( 衛生管理に関する国際的な手法 )に沿った衛生管理が、６月１日から食品の
製造・加工、調理、販売等を行うすべての食品等事業者に完全義務化されます。

　「待ったなし」という状況の中、中央会では、一般社団法人山梨県食品衛生協会検査
センターの協力を得て、会員組合等を対象に講習会を開催している。

「衛生管理手引書」を参考にＨＡＣＣＰに取り組む場合は・・・・

業種ごとの手引書が掲載された厚生労働省のＨＰ

衛生管理のための手引書（厚生労働省ＨＰ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsui
te/bunya/0000179028_00003.html
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